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証券コード：9302

第
 

172回 定時株主総会

招集ご通知

日　時 場　所 議　案

2020年6月24日（水）午前10時
（受付開始時刻：午前9時）

東京都港区海岸三丁目22番23号
MSCセンタービル

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください）

第1号議案 取締役9名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

表紙
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M e s s a g e
株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに当社第172期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の株

主総会招集ご通知をお届けいたします。

私ども三井倉庫グループは、1909年の創業以来、多様化する社会やお
客様のご要望に100年以上にわたりお応えし、現在では国内外の製造工程
におけるメーカー物流から、陸・海・空における輸送、保管、配送など、
物流の川上から川下まで幅広いニーズに対応しうる物流機能を総合的に備
えるにいたりました。

新型コロナウイルスが世界に蔓延し、物流の分野にも少なからぬ影響が
生じている状況ではありますが、これからもグループの総力を結集し、
「One三井倉庫」としてお客様のサプライチェーンの見直しをしっかりと
支援できるよう努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格段のご支援を賜りますようお
願い申し上げます。

三井倉庫ホールディングス株式会社
代表取締役社長
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V i s i o n 物流から価値を

M i s s i o n
お客様から信頼される
ファーストコールカンパニーとなること

私たち三井倉庫グループは、グループの総力を結集し｢One三井倉庫｣となり、
常にお客様の視点に立ち真摯に向き合うことで、

物流の課題を抱える全てのお客様から一番最初に相談される
「ファーストコールカンパニー」を目指します。

三井倉庫
倉庫保管・港湾運送・海外における物流サービス

三井倉庫エクスプレス
航空貨物輸送・複合一貫輸送

三井倉庫ロジスティクス
サードパーティーロジスティクス（3PL）

三井倉庫サプライチェーンソリューション
サプライチェーンマネジメント支援

三井倉庫トランスポート
陸上貨物運送

持株会社（上場会社）・不動産事業

三井倉庫グループの概要
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株主の皆様へ （証券コード 9302）

2020年6月3日

東京都港区西新橋三丁目20番1号
三井倉庫ホールディングス株式会社
代表取締役社長 古 賀　博 文

第172回 定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第172回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
近時、日本政府により発出された緊急事態宣言により、新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出

自粛が強く要請されました。株主の皆様におかれましては、感染拡大防止継続の観点から、本株主総会
につきましては、極力、書面またはインターネット等により事前の議決権行使をいただき、株主様の健
康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年６月23日（火曜日）午後５時までに
議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

日 時 2020年6月24日（水曜日）午前10時（受付開始時刻：午前9時）

場 所
東京都港区海岸三丁目22番23号　MSCセンタービル
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください）

3

招集ご通知



株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

招
集
ご
通
知

2020/05/21 21:10:47 / 19603382_三井倉庫ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

目的事項 報告事項

1. 第172期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書
類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第172期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第１号議案　取締役９名選任の件
第２号議案　監査役１名選任の件
第３号議案　補欠監査役１名選任の件

以　上
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株主様へのお願い
・本年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数

が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がござ
います。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

・議決権行使書による議決権行使は、ご返送いただく過程や集計作業に伴い感染リスクが生じます。そ
こで、事前に議決権を行使していただくに際しては、できるだけ、インターネット等により議決権行
使をいただきたくお願い申し上げます。

・会場受付付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、入場
をお断りし、お帰りいただく場合がございます。

・会場入口付近で、株主様のための消毒液を配備いたします。（ご来場の株主様は、マスクの持参・着
用をお願い申し上げます）

・当日の当社役員及び株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用し、クー
ルビズにて応対をさせていただきます。ご来場の株主様も、軽装にてご出席くださいますようお願い
申し上げます。

・本総会においては、感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査
報告を含みます）および議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事
前に招集通知にお目通しくださいますようお願い申し上げます。

・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。
インターネット上の当社ウェブサイト（https://msh.mitsui-soko.com/ir/stock/stockholders_meeting/）よ
り、発信情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申し上げます。

インターネット開示について

　本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定款第15条の規
定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知及び提供書面に
は、記載しておりません。
① 連結計算書類の「連結注記表」
② 計算書類の「個別注記表」
　これらの事項は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査した連結計算
書類及び計算書類に含まれております。
　なお、事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、
インターネット上の当社ウェブサイトに修正後の事項を掲載させていただきます。

当社ウェブサイト　https://msh.mitsui-soko.com/ir/stock/stockholders_meeting/
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま
す。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送くだ
さい。

次ページの案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2020年６月24日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2020年６月23日（火曜日）
午後５時到着分まで

2020年６月23日（火曜日）
午後５時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第●号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第●号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　9:00～21:00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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株主総会参考書類
第1号議案 取締役９名選任の件

　現在の取締役全員（田原口 誠、古賀博文、中山信夫、小川良司、郷原 健、石田幸男、中野泰三郎、
平井孝志の８名）は、本総会終結の時をもってその任期が満了いたします。つきましては、ガバナンス
の向上を図るため社外取締役を１名増員し、取締役９名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

【参考】候補者一覧
候補者
番　号 氏　名 現在の地位 取締役会

出席状況
取締役

在任期間

1 再 任
た

田
 わ ら  

原
 ぐ ち  

口
 

　
まこと

誠 (満70歳) 取締役会長 16／16回
100％ ３年

2 再 任
こ

古
が

賀
 

　
 ひ ろ  

博
 ぶ み  

文 (満61歳) 代表取締役社長 16／16回
100％ ６年

3 再 任
 な か  

中
 や ま  

山
 

　
 の ぶ  

信
お

夫 (満69歳) 代表取締役
専務取締役

16／16回
100％ ５年

4 再 任
お

小
 が わ  

川
 

　
りょう

良
じ

司 (満64歳) 常務取締役 16／16回
100％ ６年

5 再 任
 ご う  

郷
 は ら  

原
 

　
たけし

健 (満55歳) 取締役
上級執行役員

16／16回
100％ ３年

6 再 任
 い し  

石
だ

田
 

　
 ゆ き  

幸
お

男 (満61歳) 取締役
上級執行役員

13／13回
100％ １年

7 再 任 社 外 独 立
 な か  

中
の

野
 

　
 た い  

泰
 ざ ぶ  

三
 ろ う  

郎 (満73歳) 社外取締役 16／16回
100％ ２年

8 再 任 社 外 独 立
 ひ ら  

平
い

井
 

　
 た か  

孝
し

志 (満55歳) 社外取締役 13／13回
100％ １年

9 新 任 社 外 独 立
き く

菊
ち

地　
ま

麻
お

緒
こ

子 (満54歳) 常勤社外監査役
（社外監査役として）

16／16回
100％

―

再 任 再任取締役候補者 新 任 新任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

8
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候補者番号

1
再 任

た

田
 わ ら  

原
 ぐ ち  

口
 

　
まこと

誠
生年月日

1950年5月17日
所有する当社株式の数

7,039 株

取締役会議長 略歴
1974年 4月 当社入社
2011年 6月 当社常務取締役
2014年10月 三井倉庫株式会社代表取締役専務取締役
2017年 6月 当社取締役会長、現在に至る

三井倉庫株式会社取締役会長、現在に至る
重要な兼職の状況
三井倉庫株式会社取締役会長
選任理由
当社および事業子会社の港湾運送事業部門の経営に携わり、現在は取締役会長として取締役会議長を務め
ており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役候補者といたし
ました。

候補者番号

2
再 任

こ

古
が

賀
 

　
 ひ ろ  

博
 ぶ み  

文
生年月日

1958年8月15日
所有する当社株式の数

4,542 株

グループCEO 略歴
1981年 4月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
2013年 4月 同行常務執行役員
2014年 5月 当社入社
2014年 6月 当社取締役
2016年 1月 三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長
2016年 6月 当社常務取締役
2017年 6月 当社代表取締役社長、現在に至る

三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長、現在に至る
重要な兼職の状況
三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長
選任理由
経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有し、当社グループ経営トップとしてリーダーシップを発揮し
ており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役候補者といたし
ました。

※「略歴」欄に記載の「当社」とは、三井倉庫ホールディングス株式会社（2014年10月1日付変更前の商号は三井倉庫株式会社）を指します。
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候補者番号

3
再 任

 な か  

中
 や ま  

山
 

　
 の ぶ  

信
お

夫
生年月日

1950年9月1日
所有する当社株式の数

3,372 株

最高財務責任者
（担当）
財務経理
不動産事業

略歴
1975年 4月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
2007年 4月 当社入社
2015年 6月 当社常務取締役
2016年 1月 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役

三井倉庫トランスポート株式会社監査役、現在に至る
2016年 4月 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役
2017年 6月 当社代表取締役専務取締役、現在に至る
2018年 4月 三井倉庫株式会社取締役、現在に至る

三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
三井倉庫株式会社取締役
三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役
三井倉庫トランスポート株式会社監査役
選任理由
当社入社以来、海外事業部門、リスク管理部門、財務経理部門及び不動産事業部門など、幅広く当社グル
ープの経営に携わり、取締役として相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役候補者と
いたしました。

候補者番号

4
再 任

お

小
 が わ  

川
 

　
りょう

良
じ

司
生年月日

1955年6月11日
所有する当社株式の数

7,566 株

コンプライアンス責任者
（担当）
法務総務
リスク管理

略歴
1979年 4月 当社入社
2011年 1月 当社執行役員
2014年 6月 当社取締役上級執行役員
2014年10月 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director
2017年 6月 三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長、現在に至る
2018年 4月 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役、現在に至る
2019年 6月 当社常務取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役
三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長
選任理由
海外事業部門、航空事業部門、ロジスティクスシステム事業部門、人事部門及び法務総務部門など当社グ
ループ全般の経営に携わり、取締役として相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役候
補者といたしました。
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候補者番号

5
再 任

 ご う  

郷
 は ら  

原
 

　
たけし

健
生年月日

1964年9月18日
所有する当社株式の数

2,370 株

（担当）
戦略営業
事業開発

略歴
1987年 4月 当社入社
2013年 4月 三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役専務取締役
2017年 6月 当社取締役上級執行役員、現在に至る

三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役
三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役、現在に至る

2018年 4月 三井倉庫株式会社取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
三井倉庫株式会社取締役
三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役
選任理由
経営企画部門、戦略営業部門、事業開発部門、航空事業部門及び事業子会社の役員を務める等、当社グル
ープの経営に携わり、取締役として相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役候補者と
いたしました。

候補者番号

6
再 任

 い し  

石
だ

田
 

　
 ゆ き  

幸
お

男
生年月日

1958年8月6日
所有する当社株式の数

5,182 株

（担当）
人事・ＨＲ
ＩＴ

略歴
1982年 4月 当社入社
2012年 7月 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役執行役員
2014年 4月 同社代表取締役社長執行役員
2019年 4月 当社上級執行役員

三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役、現在に至る
三井倉庫エクスプレス株式会社監査役、現在に至る

2019年 6月 当社取締役上級執行役員、現在に至る
重要な兼職の状況
三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役
三井倉庫エクスプレス株式会社監査役
選任理由
倉庫事業部門、ロジスティクス事業部門、人事部門、ＩＴ（情報システム）部門及び事業子会社の社長を
務める等、当社グループの経営に携わり、取締役として相応しい経験と能力を有していることから、引き
続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号

7
再 任 社 外 独 立

 な か  

中
の

野
 

　
 た い  

泰
 ざ ぶ  

三
 ろ う  

郎
生年月日

1947年3月11日
所有する当社株式の数

- 株

略歴
1969年 4月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社
1973年 6月 東京コカ・コーラボトリング株式会社（現 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社）入社
1991年12月 同社　取締役
1996年 3月 同社　常務取締役
2000年 3月 同社　専務取締役
2003年 3月 同社　代表取締役副社長
2009年 1月 同社　取締役副社長執行役員
2013年11月 株式会社タイアップ　代表取締役社長、現在に至る
2018年 6月 当社社外取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
株式会社タイアップ　代表取締役社長
選任理由
飲料会社の取締役を長年務められ、会社経営者としての豊富な経験を踏まえた幅広い識見による適切な助
言の実績から、引き続き社外取締役候補者といたしました。

候補者番号

8
再 任 社 外 独 立

 ひ ら  

平
い

井
 

　
 た か  

孝
し

志
生年月日

1965年2月24日
所有する当社株式の数

397 株

略歴
1989年 4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
1997年 7月 デル株式会社入社
2000年 3月 株式会社クレイフィッシュ　取締役チーフ・マーケティング・オフィサー
2001年 4月 スターバックスコーヒージャパン株式会社　経営企画部門長／オフィサー
2003年 9月 株式会社ローランド・ベルガー　執行役員シニアパートナー
2014年 9月 慶応義塾大学大学院経営管理研究科　特別招聘教授
2015年 4月 早稲田大学大学院経営管理研究科　客員教授、現在に至る
2017年 3月 筑波大学大学院ビジネスサイエンス系国際経営プロフェッショナル専攻　教授、現在に至る
2017年 6月 株式会社キトー　社外取締役、現在に至る
2019年 6月 当社社外取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
筑波大学大学院ビジネスサイエンス系国際経営プロフェッショナル専攻　教授
早稲田大学大学院経営管理研究科　客員教授
株式会社キトー　社外取締役
選任理由
多様な会社での経営実務の経験に加え、幅広い業界でのコンサルティングを行い、現在は複数の大学院で
企業戦略、事業戦略の研究をされており、その豊富な経験と識見を踏まえた適切な助言の実績から、引き
続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号

9
新 任 社 外 独 立

き く

菊
ち

地
 

　
ま

麻
お

緒
こ

子
生年月日

1965年7月14日
所有する当社株式の数

787 株

略歴
1992年 4月 法務省検察庁　検察官任官
1997年 8月 Paul Hastings LLP,Los Angeles Office　入所
1999年 3月 弁護士登録

米国　ニューヨーク州　弁護士登録
長島・大野法律事務所（現　長島・大野・常松法律事務所）入所

2004年 4月 公正取引委員会事務総局　入局
2006年 5月 ボーダフォン株式会社（現　ソフトバンク株式会社）業務執行役員 CCO
2014年 4月 日本マイクロソフト株式会社　執行役
2016年 6月 当社　常勤社外監査役、現在に至る

三井倉庫株式会社　監査役、現在に至る
三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社　監査役、現在に至る

重要な兼職の状況
三井倉庫株式会社　監査役
三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社　監査役
選任理由
日本及び米国ニューヨーク州の弁護士資格を有し、企業法務に携わるとともに、検察庁及び公正取引委員
会での執務経験、さらに当社常勤社外監査役としての実績に基づく豊富な経験、識見を活かし、当社グル
ープのガバナンスの健全性や透明性に関する有意義な助言を期待できることから、社外取締役候補者とい
たしました。

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 各候補者の所有する当社株式の数には、三井倉庫グループ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
3. 候補者 中野泰三郎 氏、平井孝志 氏及び菊地麻緒子 氏は、社外取締役候補者であります。
4. 中野泰三郎 氏は、2018年6月27日開催の第170回定時株主総会で社外取締役に選任され、その在任期間は本総会終結の

時をもって２年となります。
5. 平井孝志 氏は、2019年6月26日開催の第171回定時株主総会で社外取締役に選任され、その在任期間は本総会終結の時

をもって１年となります。
6. 菊地麻緒子 氏は2016年6月24日開催の第168回定時株主総会で社外監査役に選任され、その在任期間は本総会終結の時

をもって４年となります。
7. 中野泰三郎 氏及び平井孝志 氏は現在当社の社外取締役であり、当社は両氏との間で、定款及び会社法第427条第1項の規

定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額は、金15百万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、両氏の再任が
承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、菊地麻緒子 氏の選任が承認された場合には、同様の責任
限定契約を締結する予定であります。

8. 当社は、中野泰三郎 氏及び平井孝志 氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任
が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。また、菊地麻緒子 氏も常勤社外監査役在任中に独立役員
として届け出ており、同氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
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第2号議案 監査役１名選任の件
　現在の監査役5名のうち、宮下紀夫及び菊地麻緒子の２名は、本総会終結の時をもってその任期が満
了いたします。つきましては、宮下紀夫を監査役として選任をお願いするものであります。なお、菊地
麻緒子は社外取締役候補者であります。
　本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
再 任

み や

宮
し た

下
 

　
の り

紀
お

夫
生年月日

1957年3月26日
所有する当社株式の数

1,186株

略歴
1980年 4月 日本開発銀行（現　株式会社日本政策投資銀行）入行
2006年 4月 当社入社
2014年10月 三井倉庫ロジスティクス株式会社
2016年 6月 当社常勤監査役、現在に至る

三井倉庫ロジスティクス株式会社監査役、現在に至る
重要な兼職の状況
三井倉庫ロジスティクス株式会社監査役
選任理由
当社入社以降、金融機関で蓄積された深い知識と経験を活かし、当社グループの経営企画部門、広報部門
を経て、グループ会社での管理体制の整備など経営の実務を行い、監査役就任後は当社グループの企業経
営の健全性、透明性及びコンプライアンス向上に寄与してきた実績から、引き続き監査役候補者といたし
ました。

※「略歴」欄に記載の「当社」とは、三井倉庫ホールディングス株式会社（2014年10月1日付変更前の商号は三井倉庫株式会社）を指します。

(注) 1. 候補者 宮下紀夫 氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 宮下紀夫 氏の所有する当社株式の数には、三井倉庫グループ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
3. 宮下紀夫 氏は2020年6月23日付で三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社の監査役に就任する予定です。
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第3号議案 補欠監査役１名選任の件
　法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするもので
あります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
新 任

か

甲
い

斐
 

　
じゅん

順
こ

子
生年月日

1967年9月29日
所有する当社株式の数

- 株

略歴
1992年 4月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
2006年 6月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員
2007年 3月 司法研修所刑事弁護教官
2010年 4月 東京家庭裁判所調停委員、現在に至る
2010年 7月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員
2010年10月 司法試験考査委員（刑事訴訟法）

司法試験予備試験考査委員（刑事訴訟法）
2014年 6月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員、現在に至る
2015年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員、現在に至る
2016年 2月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員、現在に至る
2017年 6月 出光興産株式会社補欠監査役、現在に至る
2019年 6月 成田国際空港株式会社社外取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
東京家庭裁判所調停委員、厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員、国土交通省中央建設工事紛争審
査会特別委員、第二東京弁護士会懲戒委員会委員、出光興産株式会社補欠監査役、成田国際空港株式会社
社外取締役
選任理由
弁護士としての幅広い識見から、当社グループの経営全般のガバナンスの健全性や透明性に関する助言を
期待できることから、補欠監査役候補者といたしました。

(注) 1. 候補者 甲斐順子 氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 甲斐順子 氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 甲斐順子 氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、選任理由に記載の

とおり社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
4. 甲斐順子 氏が社外監査役に就任した場合は、当社は同氏との間で、定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法

第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
金10百万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

5. 甲斐順子 氏は独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合は、独立役員として東京証券取引所に届
け出る予定であります。

以　上
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（提供書面）

事 業 報 告（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

1 企業集団の現況
(1) 事業の経過及び成果
　当期におけるわが国経済は、鉱工業生産指数が前年同期を下回る傾向が続き、製造業を中心に
一段と弱さを増しております。物流を取り巻く環境は、人手不足による人件費の上昇、米中間の
通商摩擦の長期化等による世界経済の不確実性に加えて、足元では新型コロナウイルス感染症の
世界的拡大に伴い、国内外において感染症対策として外出自粛、ロックダウン等が講じられたこ
とによる同感染症の経済に対する影響が深刻化するなど世界経済の下押し圧力が一層高まってお
り、先行き不透明な状況が続いております。
　こうした経済環境の中、当社グループの連結業績につきましては、「中期経営計画2017」で定
めた抜本的事業収益力の強化に関する各種施策の実施や、国内の物流事業における堅調な貨物取
扱、不動産事業における賃料収入の増加があった一方、当期における影響は限定的ではあります
が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により国内外において取扱物量が想定を下回った結果、
事業全体としては前期比ほぼ横ばいとなり、連結営業収益は前期比７億72百万円減（0.3％減）の
2,410億80百万円、連結営業利益は同１億78百万円減（1.5％減）の118億８百万円、連結経常
利益は同５億56百万円減（5.0％減）の105億31百万円、親会社株主に帰属する当期純利益につ
いては、同12億４百万円増（23.2％増）の63億95百万円となりました。
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95.9%

物流事業

2020/32019/3

231,982233,404

2,319億82百万円
（前期比14億21百万円減 　）

営業収益

2020/32019/3

9,1059,844

91億５百万円
（前期比７億39百万円減 　）

営業利益

　当社グループは「中期経営計画2017」の下、物流事業における抜本的事業収益力の強化を目指
し、販管費等のコスト削減、粗利益改善施策の実行等、各種施策の実施に取り組みました。これ
ら施策の実行に加え、倉庫業務において食品原料等の貨物取扱が増加し高い水準で推移したこと
や、家電メーカー向け物流業務の取扱が増加したこと、その他、医薬品、家電メーカー向け物流
の新規取扱開始などにより取扱物量が増加いたしました。一方、家電量販店向け物流において消
費増税前後の取扱量に想定以上の波動が生じたことによる在庫保管・運送コストの増加、および
2020年2月以降は国内における外出自粛、海外諸国におけるロックダウン等の影響から取扱物量
が想定を下回った結果、営業収益は前期比14億21百万円減（0.6％減）の2,319億82百万円とな
り、営業利益は同７億39百万円減（7.5％減）の91億５百万円となりました。

4.1%

不動産事業

2020/32019/3

9,170 9,833

98億33百万円
（前期比６億63百万円増 　）

営業収益

2020/32019/3

5,114 5,865

58億65百万円
（前期比７億50百万円増 　）

営業利益

　主要テナントとの契約更改に伴い賃料収入が増加し、営業収益は前期比６億63百万円増（7.2％
増）の98億33百万円、営業利益は同７億50百万円増（14.7％増）の58億65百万円となりまし
た。
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（企業集団の事業別の連結営業収益）
（単位：百万円）

事業区分 当 期
（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

物流事業 231,982

不動産事業 9,833

合計 241,816

調整額※ △736

連結計算書類計上額 241,080
※調整額は、事業間の内部収益または振替高であります。

(2) 資金調達の状況
　当期中に、当社グループの所要資金として金融機関より長期借入金32億91百万円の調達を行い
ました。また、2020年３月に第18回無担保社債を発行し、50億円の資金調達を行いました。

(3) 設備投資の状況
① 当期中の設備投資額は、無形固定資産を含め57億30百万円（支払ベース）であります。
② 当期中の主要設備の異動は、次のとおりであります。

1. 完成または取得した主要設備
　該当事項はありません。
2. 主要設備の減少
　該当事項はありません。
3. 当期末において工事継続中の主要設備
　該当事項はありません。
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(4) 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の状況

区　分
第169期

(2016年4月1日から
2017年3月31日まで)

第170期
(2017年4月1日から
2018年3月31日まで)

第171期
(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)

第172期
(2019年4月1日から
2020年3月31日まで)

営業収益 （百万円） 225,503 233,243 241,852 241,080
営業利益 （百万円） 5,823 6,996 11,986 11,808
経常利益 （百万円） 3,668 6,521 11,087 10,531
親会社株主に

△23,427 4,406 5,190 6,395帰属する当期純利益
又は純損失（百万円）

1株当たり当期
純利益又は純損失 （※1）△943円26銭 （※1）177円42銭 208円99銭 257円50銭

総資産額 （百万円） （※2）267,215 （※2）262,735 252,078 239,309
純資産額 （百万円） 41,820 48,396 52,243 54,842

② 当社の状況

区　分
第169期

(2016年4月1日から
2017年3月31日まで)

第170期
(2017年4月1日から
2018年3月31日まで)

第171期
(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)

第172期
(2019年4月1日から
2020年3月31日まで)

営業収益 （百万円） 16,655 15,911 20,002 17,903
営業利益 （百万円） 2,440 1,678 6,623 4,446
経常利益 （百万円） 1,037 1,301 5,957 3,949
当期純利益又は △22,799 2,222 5,465 945純損失 （百万円）

1株当たり当期
純利益又は純損失 （※1）△917円97銭 （※1）89円48銭 220円08銭 38円08銭

総資産額 （百万円） （※2）211,116 （※2）199,153 189,753 185,510
純資産額 （百万円） 28,497 31,853 36,030 35,559
(※1) 2018年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を行っております。第169期（2017年3月期）の期首に

当該株式併合が行われたものと仮定して1株当たり当期純利益又は純損失を算定しております。
(※2) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年2月16日）を第171期（2019年

3月期）の期首から適用しており、第170期（2018年3月期）以前につきましては遡及適用後の数値を記載して
おります。
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連 結

241,080
225,503 233,243 241,852

2020年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

営業収益 （単位：百万円）

11,808

5,823

6,996

11,986

営業利益 （単位：百万円）

2020年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

10,531

3,668

6,521

11,087

経常利益 （単位：百万円）

2020年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

6,395

△23,427

4,406
5,190

（単位：百万円）
親会社株主に帰属する
当期純利益又は純損失

2020年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

257円50銭

△943円26銭

177円42銭
208円99銭

1株当たり当期純利益
又は純損失

2020年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

239,309
267,215 262,735 252,078

54,842
41,820 48,396 52,243

総資産額・
純資産額
総資産額 純資産額

（単位：百万円）

2020年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期
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(5) 対処すべき課題
　当社グループは、2017年３月期決算において254億円の減損損失を計上したことなどを受け、
2017年11月に2018年３月期を計画初年度、2022年３月期を計画最終年度とする５ヵ年計画「中
期経営計画2017」を策定いたしております。
　本計画では、新たに３つの事業運営の基本方針を定め、事業リスクを充分に考慮し、具体的な
施策を着実に積み上げることで、最初の３年間で反転を終え、残り２年間で持続的成長へと繋げ
てまいります。

<事業運営の基本方針>
反転から持続的成長
①抜本的な事業収益力の強化
②財務基盤の再建
③グループ経営の強化による顧客起点の統合ソリューションサービスの構築

<数値目標（2022年３月期末）>
営業利益 100億円

有利子負債残高 1,300億円

ネットＤ／Ｅレシオ 2.0倍以下

ＲＯＥ 9.0％超
　まず「抜本的な事業収益力の強化」として、聖域なきコスト削減と営業力の強化に取り組みま
す。また、抜本的な事業収益力の強化に加え不要不急の投資を抑制するとともに、非効率資産の
見直しにより自己資本を回復し「財務基盤の再建」を図ります。さらに、グループ一丸となりソ
リューション提案力で各事業間の未取引事業分野へ横展開する「グループ経営の強化による顧客
起点の統合ソリューションサービスの構築」を図り、更なる成長の原動力といたします。また、
制度改革を含めた企業風土の変革にも取り組んでまいります。

現在、これらの取り組みが奏功した結果、2020年3月期において数値目標をほぼ達成し、反
転に目処がついた状況にあります。2021年3月期からの残り2年間は、「圧倒的な現場力」の構
築、一気通貫の「統合ソリューションサービス」の構築、「ESG経営」に取り組むことで、持続
的成長につなげてまいります。
　人が担う「ローテク」と機械が担う「ハイテク」の融合により、圧倒的な現場力を構築して安
価で高品質なサービス提供に取り組みます。また、一気通貫の「統合ソリューションサービス」
の構築を加速させるため、事業間の機能見直しやネットワーク強化にも取り組みます。そして、
物流という重要な社会インフラを担う企業として社会的責任を果たしていくため、SDGsへの取り
組みをはじめとするESG経営を推進してまいります。

当社グループは過去に実施した国内外における物流施設への投資やＭ＆Ａ等、一連の積極的な
事業拡大を背景に、多様化するお客様のニーズに対応可能なフルスペックの物流機能を備えるに
至っております。今後は総合物流企業としてのフルスペック機能を活かし、国や地域、業種の垣
根を越えてお客様の課題解決に取り組むことで、「お客様から信頼されるファーストコールカン
パニー」を目指すとともに、根本的な課題である不動産事業への依存からの脱却に向けて着実に
歩みを進めてまいります。
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(6) 重要な子会社の状況
会社名 住所 資本金 出資比率

（％） 主要な業務内容

三井倉庫株式会社 東京都港区 5,000百万円 100.0 倉庫保管、港湾運送
三井倉庫九州株式会社 福岡市 1,000百万円 100.0 倉庫保管、港湾運送
三井倉庫ビジネスパートナーズ
株式会社 東京都港区 100百万円 100.0 倉庫保管

MITEX LOGISTICS
（SHANGHAI）CO.,LTD. 中国上海 3,421万RMB 100.0 海外における

物流サービス

MITSUI-SOKO（U.S.A.）INC. 米国
カリフォルニア 2,000万US$ 100.0 海外における

物流サービス
MS North Star Logistics
Co.,Ltd.

タイ
ナコーンパトム 14,200万THB 100.0 海外における

物流サービス

PST CLC,a.s. チェコプラハ 8,001万CZK 100.0 海外における
物流サービス

Prime Cargo A/S デンマーク
コリング 180万DKK 100.0 海外における

物流サービス
三井倉庫エクスプレス株式会社 東京都港区 400百万円 64.2 航空貨物輸送
MSE EXPRESS AMERICA, INC. 米国イリノイ州 20万US$ 64.2 航空貨物輸送
三井倉庫ロジスティクス
株式会社 東京都中央区 400百万円 100.0 サードパーティー

ロジスティクス

株式会社コネクスト 東京都中央区 90百万円 100.0 サードパーティー
ロジスティクス

三井倉庫サプライチェーン
ソリューション株式会社 東京都港区 1,550百万円 66.0 サプライチェーン

マネジメント支援
ロジスティックスオペレーション
サービス株式会社 東京都品川区 30百万円 46.2 サプライチェーン

マネジメント支援
MS Supply Chain Solutions
（Malaysia）Sdn.Bhd.

マレーシア
セランゴール 20,570万MYR 66.0 サプライチェーン

マネジメント支援
三井倉庫トランスポート株式会社 大阪市 100百万円 100.0 陸上貨物運送業務統括
丸協運輸株式会社（大阪） 大阪府東大阪市 16百万円 100.0 陸上貨物運送
丸協運輸株式会社（愛媛） 愛媛県東温市 15百万円 100.0 陸上貨物運送
(注) 1. 出資比率は、小数点第2位を四捨五入して表示しております。

2. 出資比率には、子会社を通じて間接的に出資するものを含んでおります。
3. 各会社に対する議決権比率は、出資比率と同一であります。
4. RMB＝人民元、US$＝米ドル、THB＝タイバーツ、CZK＝チェココルナ、DKK＝デンマーククローネ、MYR＝

マレーシアリンギット
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(7) 主要な事業内容
　当社グループは、当社及び子会社87社、関連会社11社で構成され、その主たる事業は、倉庫保
管及び荷役、港湾作業、国内運送並びに国際運送等の物流の各機能を有機的、効率的に顧客に提
供する物流事業並びにビル賃貸業を中心とする不動産事業であります。
　各事業の内容は、次のとおりであります。

事業区分 事業内容

物流事業
倉庫保管、港湾運送、海外における物流サービス、複合一貫輸送、航空貨物輸送、
サードパーティーロジスティクス（3PL）、サプライチェーンマネジメント支援、
陸上貨物運送等の様々な物流サービスを提供する事業

不動産事業 所有するビル等の建物及び土地の賃貸を行う事業

(8) 主要な設備等
① 当社

事業所名
（所在地） 事業区分・内容 設備の内容 帳簿価額

（百万円）
箱崎ビルほか
（東京都中央区ほか） 不動産事業 賃貸ビル 38,437

東京港第一事務所ほか
関東地域14事業所

物流事業
（倉庫保管・荷役、港湾作業・運送） 物流施設 25,377

金城事務所ほか
中部地域8事業所

物流事業
（倉庫保管・荷役、港湾作業・運送） 物流施設 4,326

小野浜事務所ほか
関西地域11事業所

物流事業
（倉庫保管・荷役、港湾作業・運送） 物流施設 14,668

茨木レコードセンター
ほか4事業所

物流事業
（倉庫保管・荷役） 物流施設 5,444

若洲倉庫ほか1事業所 物流事業
（3PL） 物流施設 3,068

(注) 賃貸ビルの一部並びに物流施設は主に子会社へ賃貸しております。
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② 国内子会社

会社名 事業所名
（所在地） 事業区分 設備の

内容
帳簿価額

（百万円）

三井倉庫㈱ 南本牧事務所
（横浜市中区）ほか 物流事業 物流施設 6,370

三井倉庫
ロジスティクス㈱

福岡事業所
（福岡市東区）ほか 物流事業 物流施設 8,666

丸協運輸㈱
（大阪）

厚木倉庫
（神奈川県愛甲郡）ほか 物流事業 物流施設 6,839

丸協運輸㈱
（愛媛）

松山第1倉庫
（愛媛県松山市）ほか 物流事業 物流施設 4,563

③ 海外子会社

会社名 事業所名
（所在地） 事業区分 設備の

内容
帳簿価額

（百万円）
MITSUI-SOKO
（U.S.A.）INC.

シアトル倉庫
（米国ワシントン州）ほか 物流事業 物流施設 3,648

PT. MITSUI-SOKO
INDONESIA

NIP倉庫
（インドネシア東ジャワ州）ほか 物流事業 物流施設 3,654

(9) 従業員の状況
① 当社グループの従業員の数は、8,967名（前期末比154名増）であり、その内訳は次のとお

りであります。

事　業　区　分 人　数
物 流 事 業 8,819名
不 動 産 事 業 10名
管 理 部 門 138名

(注) 管理部門として記載されている人数は、当社従業員数（出向者を除く）から不動産事業に属する人数を控除したも
のであります。
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② 当社の従業員の状況は、次のとおりであります。

人数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
148名（660名） ９名減（３名増） 42.1歳 13.9年

(注) 1. 人数は就業者数であり、（　）内に出向者を外数で記載しております。
2. 平均年齢及び平均勤続年数は、出向者を含めて算出しております。

(10) 主要な借入先
借入先 借入額

百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 26,827
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 18,650
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 11,958
農 林 中 央 金 庫 7,483
大 樹 生 命 保 険 株 式 会 社 5,565
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2 会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 80,000,000株

 

(2) 発行済株式の総数 24,836,374株（自己株式 46,628株を除く）

(3) 株　主　数 6,485名

(4) 大株主（上位10名）

株主名 持株数 持株比率
千株 ％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,320 9.34
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 1,573 6.33
大 樹 生 命 保 険 株 式 会 社 1,569 6.31
三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 1,401 5.64
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 696 2.80
三 井 倉 庫 グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 543 2.18
株 式 会 社 竹 中 工 務 店 496 2.00
G O V E R N M E N T  O F  N O R W A Y 477 1.92
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 445 1.79
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 437 1.76
(注) 持株比率は自己株式（46,628株）を控除して計算しております。

3 会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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4 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等

地　位 氏　名 担当及び重要な兼職の状況
取 締 役 会 長 田原口　　　誠 取締役会議長兼三井倉庫株式会社取締役会長

代表取締役 社 長 古　賀　博　文 グループCEO兼三井倉庫エクスプレス株式会社代表
取締役会長

代表取締役 専 務 取 締 役 中　山　信　夫
財務経理・リスク管理・不動産事業管掌兼最高財務責
任者兼コンプライアンス責任者兼三井倉庫株式会社取
締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式
会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役

常 務 取 締 役 小　川　良　司
総務・法務・広報管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式
会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役
副社長

取 締 役 上級執行役員 郷　原　　　健
戦略営業・事業開発管掌兼三井倉庫株式会社取締役兼
三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取
締役

取 締 役 上級執行役員 石　田　幸　男 人事・HR・IT管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式会社
取締役兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役

社 外 取 締 役 中　野　泰三郎 株式会社タイアップ代表取締役社長

社 外 取 締 役 平　井　孝　志 筑波大学大学院教授、早稲田大学大学院客員教授、株
式会社キトー社外取締役

常勤監査役（常任監査役） 笹　尾　新一郎 三井倉庫株式会社監査役
常 勤 監 査 役 宮　下　紀　夫 三井倉庫ロジスティクス株式会社監査役

常 勤 社 外 監 査 役 菊　地　麻緒子 三井倉庫株式会社監査役兼三井倉庫サプライチェーン
ソリューション株式会社監査役

社 外 監 査 役 須　藤　　　修
須藤綜合法律事務所パートナー、株式会社バンダイナ
ムコホールディングス社外監査役、京浜急行電鉄株式
会社社外監査役、株式会社プロネクサス社外監査役

社 外 監 査 役 小　澤　元　秀 日本水産株式会社社外監査役
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(注) 1. 取締役 石田幸男及び社外取締役 平井孝志は、2019年6月26日開催の第171回定時株主総会において選任され、
同日就任いたしました。

2. 社外監査役 小澤元秀は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもの
であります。

3. 2019年6月26日開催の第171回定時株主総会終結の時をもって、代表取締役専務取締役 小田中　修、取締役 
増田孝義、同 木納　裕及び社外取締役 古橋　衞は任期満了により退任いたしました。

4. 2020年4月1日付で代表取締役専務取締役 中山信夫の担当職務は、財務経理・リスク管理・不動産事業管掌兼
最高財務責任者兼コンプライアンス責任者兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューシ
ョン株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役から財務経理・不動産事業管掌兼最高財務責任者
兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役兼三井倉庫トランスポ
ート株式会社監査役に変更となりました。

5. 2020年4月1日付で常務取締役 小川良司の担当職務は、総務・法務・広報管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式
会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長から法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス
責任者兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長に変更とな
りました。

6. 当社は、社外取締役 中野泰三郎、平井孝志及び社外監査役 菊地麻緒子、須藤　修、小澤元秀のそれぞれを独立
役員として指定し、東京証券取引所に対して、独立役員届出書を提出しております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額
区　　　　　分 人　数 報酬等の額

取 締 役 12名 295百万円
監 査 役 5名 94百万円
（上記のうち社外役員（社外取締役、社外監査役）分） （6名） （56百万円）

合　　　　　計 17名 390百万円
(注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与・賞与は含みません。

2. 取締役の人数及び報酬等の総額には、2019年6月26日開催の第171回定時株主総会終結の時をもって退任した
取締役4名（うち社外取締役1名）の在任中の報酬等の額が含まれております。
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(3) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役 中野泰三郎は、株式会社タイアップの代表取締役社長であります。株式会社タ
イアップと当社との間には特別な関係はありません。

② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役 平井孝志は、筑波大学大学院教授、早稲田大学大学院客員教授および株式会社

キトーの社外取締役を兼任しておりますが、各兼任先と当社の間には特別な関係はありま
せん。

・社外監査役 須藤　修は、須藤綜合法律事務所のパートナー、株式会社バンダイナムコホー
ルディングスの社外監査役、及び京浜急行電鉄株式会社の社外監査役を兼任しております
が、各兼任先と当社の間には特別な関係はありません。また、同監査役は株式会社プロネ
クサスの社外監査役を兼任しており、同社と当社の間には取引関係がありますが、年間の
取引金額が同社及び当社の連結営業収益に占める比率はいずれも1％未満であります。

・社外監査役 小澤元秀は、日本水産株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、兼任先と
当社の間には特別な関係はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

区　分 氏　名 主　な　活　動　状　況

社外取締役

中　野　泰三郎 当事業年度開催の取締役会16回すべてに出席し、主に会社経営者とし
ての豊富な経験及び識見に基づき、適宜発言を行っております。

平　井　孝　志
2019年6月26日就任以降、当事業年度開催の取締役会13回すべてに
出席し、コンサルタント及び学識経験者としての豊富な経験及び識見
に基づき、適宜発言を行っております。

社外監査役

菊　地　麻緒子
当事業年度開催の取締役会16回すべてに出席し、また監査役会16回
すべてに出席し、主に弁護士としてグローバル企業の企業法務に携わ
ってきた見地から、必要に応じ発言を行っております。

須　藤　　　修
当事業年度開催の取締役会16回すべてに出席し、また監査役会16回
すべてに出席し、主に弁護士としての専門的な見地から、必要に応じ
発言を行っております。

小　澤　元　秀
当事業年度開催の取締役会16回のうち15回に出席し、また監査役会
16回のうち15回に出席し、主に公認会計士としての専門的な見地か
ら、必要に応じ発言を行っております。
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④ 責任限定契約に関する事項
　当社は、定款において社外取締役及び社外監査役に係る会社法第423条第1項の賠償責任を
限定する契約に関する規定を設けております。（定款第26条第2項及び第34条第2項）
　この定款規定に基づき、当社が社外取締役全員（2名）及び社外監査役全員（3名）と締結
している責任限定契約の内容の概要は、以下のとおりであります。
1. 社外取締役との責任限定契約

　社外取締役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うに
つき善意でありかつ重大な過失がない場合には、金15百万円または会社法第425条第1項
に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負う。

2. 社外監査役との責任限定契約
　社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うに
つき善意でありかつ重大な過失がない場合には、金10百万円または会社法第425条第1項
に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負う。
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5 会計監査人の状況
(1) 名　　称　　有限責任あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区　分 監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

当 社 66 2

連 結 子 会 社 28 －

計 94 2
(注) 1. 当社の重要な子会社のうち、MITSUI-SOKO（U.S.A.）INC.、MS North Star Logistics Co.,Ltd.は、当社の会

計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の
監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）
を受けております。

2. 当社の監査証明業務に基づく報酬とは、会社法、金融商品取引法監査に対する報酬であります。
3. 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、報酬の
前提となる見積もりの算出根拠等を精査した結果相当であると認めたので、会計監査人の報酬等の額について同
意いたしました。

(3) 非監査業務の内容
　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である
コンフォートレター作成業務を委託し、対価を支払っております。
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(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
① 監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当し、かつ職務を適切

に遂行することが困難と判断した場合は、会計監査人を解任いたします。
② 監査役会は、上記条項に定める事由には該当しないものの、会計監査人の監査品質、品質管

理、独立性、総合的能力等の具体的要素に基づき、会計監査を遂行するに不適当であると判
断した場合には、会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に
基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

③ 監査役会は、会計監査人の選任後、再任により7年を経過した以降は、コーポレートガバナ
ンス強化の観点から必要に応じ会計監査人改選のための手続きを実施することとし、広く会
計監査人を募り、監査役会が定めた評価基準に従って公平かつ適正な手続きにより会計監査
人の選定を行い、選定された会計監査人が現行の会計監査人と同一である場合は再任するこ
ととし、また異なる場合には、同手続きにより選定された会計監査人を会計監査人の選任に
関する議案の内容として決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出
いたします。
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6 業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保す

るための体制に関する決定事項の概要は、以下のとおりであります。

①当社グループ各社の取締役・従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社グループ各社は、諸法令、定款及び社会規範の遵守、反社会的勢力との決別、環境保全への取組み、情

報管理等に関するグループ企業倫理規範を定め、当社グループ各社の取締役及び従業員の行動規範とする。
当社のリスク管理部においてコンプライアンス意識の向上を図るため、当社グループを横断的に統括するこ

ととし、同部を中心に啓蒙、教育活動を行う。同部は、当社グループのコンプライアンスの状況を監査する。
これら活動は定期的にコンプライアンス委員会、取締役会及び監査役に報告されるものとする。コンプライア
ンスの観点から疑義のある行為等については、早期発見と是正を図るため、当社グループ従業員が直接情報提
供を行う手段として、当社がグループ共通コンプライアンス・ホットラインの社内及び社外通報窓口を設置、
運営するとともに、通報者が通報したことにより不利益を受けないこととする。

②当社グループ各社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社グループ各社は、法令及び社内規程に従い取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下

「文書等」という。）に記録し保存する。当社グループ各社の取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲
覧できるものとする。

③当社グループ各社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社内に、当社及び主要なグループ会社のリスク管理責任者からなるリスク管理委員会を置き、グループ全

体のリスク管理の状況を審議し、基本的な対応事項、方針等を定める。
コンプライアンス、環境、災害、品質、財務、経理、情報セキュリティ等に係る個別のリスクについては、

それぞれのリスク管理を担当する当社グループ各社の部署にて、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マ
ニュアルの作成、配布等を行うものとし、当社グループの横断的なリスク評価及び対応の推進は当社リスク管
理部が行うものとする。

④当社グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社取締役会は当社グループの中長期の事業基本方針を策定し、当社は当社グループの予算管理、資金調

達、資金管理等を一元的に行う。各事業領域において事業運営を担うグループ会社（事業会社）はその方針に
基づき、自らが所管するグループ会社の運営も含め、自立的な成長を目指し事業運営を行う。その進捗、実績
等については、当社が定期的に事業会社から報告を受け、達成状況の検証を行う。
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⑤当社グループの企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループは目標の実現に向け、グループ企業倫理規範を遵守し、社会の一員としての責任を果たす。
当社は、当社グループ各社の取締役または執行役員に法令遵守、リスク管理に係る権限と責任を与え、各執

行部門の責任者を指揮して企業集団の業務の適正を確保するための社内規程及び体制を構築させ、当社のリス
ク管理部はこれらを横断的に推進し管理する。また、同部はグループ会社各社の監査を行う。財務、資金、ブ
ランド、知的財産、人材、情報資産、不動産等は当社が一元的に管理することにより、当社グループの目標に
適した事業運営の基礎的枠組みを維持する。

⑥子会社の取締役、執行役員、従業員等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社はグループガバナンスに関する方針を定め、当社グループにおいて各社が負うべき責任及び権限を明確

にする。グループ会社各社における重要事項は、当社取締役会の承認、あるいは報告を要することとする。ま
た当社は事業の進捗状況に関してグループ会社各社から定期的に報告を受け、取締役会その他会議にて協議す
る。

⑦財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するための体制を構築すべく、主要業務のリスク分析及びそのコントロー

ルに係る基本的な文書類を整備し、適正な手順を策定すると共に、誤謬防止の方策等を講じる。また、当社グ
ループ各社が自らそれら手順、方策等の実施状況を定期的にチェックし、不備が発見された場合にはそれを是
正することとする。更に、当社のリスク管理部が横断的に当社グループを監査し、それらチェック及び是正の
結果についての確認を行う。

⑧監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制、その従業員の取締
役からの独立性、並びに同従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、必要に応じて監査役の職務を補助する取締役から独立した専任の従業員（監査役補佐人）を置く。
監査役及び監査役会は、同補佐人に対する指揮命令権を有し、また同補佐人の任命、解任、及び人事考課につ
いては人事担当の取締役が監査役と協議の上、協議結果を尊重して決定することとする。

⑨当社グループ各社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制
当社グループ各社の取締役、執行役員または従業員は、当該会社もしくは当社の監査役に対して、法定の事

項に加え、当該会社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の結果、コンプライアンス・ホッ
トラインによる通報状況及びその内容を報告することとする。監査役に報告したことを理由として、当該報告
者が不利益な扱いを受けることはないものとする。

⑩監査役の職務遂行に要する費用の確保、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会あるいは監査役が監査を行うために社外の専門家へ調査、助言等を求めようとするときは、その費

用が合理的なものである限り、当社が負担するものとする。監査役は予め可能な限り年間監査計画を策定し、
各対象会社あるいは部署に通知し、他方対象となった会社、部署は効率よく監査が行われるよう協力する。監
査結果に基づき、当社の監査役は当社グループ各社の代表取締役、監査役、会計監査人、内部監査部署及び関
連部署各々との間で適時意見交換を行う。
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7 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の主な運用状況は、以下のとおりであります。

①業務の適正を確保するための体制全般について
当社グループ全体の業務の適正を確保するため、グループ企業倫理規範を含む社内規程を整備するととも

に、持株会社と事業会社の役割、責任を明確にするグループガバナンス方針を制定し、本方針をグループで共
有しております。

また、当社リスク管理部がグループ各社に対する内部監査を実施し、グループ経営に対応した効率的なモニ
タリングを実施しております。

②コンプライアンス体制について
法令遵守体制の強化を図るため、四半期ごとに「コンプライアンス委員会」を開催しております。またコン

プライアンスに関する研修に力を入れ、グループ各社の意識を高めるとともに、毎年コンプライアンス意識調
査を実施する等、法令遵守の実態を継続的かつ多面的に調査し、活動の成果を検証し、翌年に向けたコンプラ
イアンス違反リスクの予防体制を構築する等法令遵守体制の改善に努めております。

法令違反・不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を目的として、内部通報取扱規程を制定し、グルー
プ従業員等を対象に「三井倉庫グループ コンプライアンス ホットライン」を設けておりますが、内部窓口で
ある当社リスク管理部に、第三者機関を外部窓口として加え、内部通報制度の拡充を図っております。

③リスク管理体制について
当社グループの事業活動におけるリスクの認識とその管理に関する基本的事項を「リスク管理規程」に定

め、四半期ごとに「リスク管理委員会」を開催してリスク管理の改善、強化に努めており、危機管理に必要な
体制を構築しております。

④取締役の職務執行について
当社は取締役会規程、社長及び業務執行取締役の職務権限に関する基本規程を定め、取締役が法令及び定款

に則って行動するように徹底しております。また社外取締役を複数名選任して取締役会等を通じて社外取締
役の発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しております。

当社の取締役会では、年間計画に基づき原則として、年16回開催し、取締役会での議論を通じてグループ
各社の経営課題等について全役員が問題意識を共有しております。また、グループ各社における重要事項は、
当社取締役会の承認、あるいは報告を要することとし、グループ各社に対する監督機能を強化しております。

⑤監査役の職務執行について
　複数の社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席及び常勤監査役による経営会議並びにコンプライアン
ス委員会、リスク管理委員会等重要会議への出席を通じて、内部統制の整備、運用状況を確認しております。
また、会計監査人および内部統制機能を所管する当社リスク管理部等と定期的に情報交換を行い、当社グルー
プの内部統制システム全般をモニタリングすると共に、監査役の視点から問題提起、提言を行っております。
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8 会社の支配に関する基本方針
会社の経営方針の決定を支配することが可能な量の株式を保有する株主についての基本的な対処方

針に関して、当社は、そのような量の株式を保有しようとする者を許容するか否かは最終的には株主の
皆様の判断に委ねられるべきと考えております。従って、新株予約権をあらかじめ発行する防衛策等の
いわゆる買収防衛策の導入は、現時点では予定しておりません。

当社の企業価値、株主共同の利益の確保または向上にとって不適切な者による当社の買収が試みられ
ようとした場合には、多くの株主または投資家の皆様にとって好ましくない結果がもたらされることを
防止する必要があるため、株主の皆様から負託された者の責務として、当社取締役会はこれを防止する
ための適切な措置をとります。その場合には、当該買付者の事業内容及び将来の事業計画並びに過去の
投資行動等から、社内に設置する「企業価値向上委員会」（当社社外取締役及び社外監査役で構成）が、
当該買付行為または買収提案の当社企業価値、株主共同の利益への影響等を、独立した立場で慎重に調
査、検討いたします。この結果を踏まえ、取締役会は、十分な審議を行い、企業価値、株主共同の利益
の観点から、株主の皆様にとっての最善策について結論を出すことといたします。
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9 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は中長期的な利益水準、財務内容を考慮した安定的配当の継続を配当の基本方針としております。
　当社は「中期経営計画 2017」の下、抜本的事業収益力の強化、財務基盤の再建を目指し各種施策の
強化に取り組んでおります。これら施策の実行が順調に進捗した結果、中期経営計画最終年度である
2022 年３月期での達成を目標としている財務指標（有利子負債残高 1,300 億円、ネットＤ／Ｅレシ
オ 2.0 以下）について、達成の目途がついたと判断いたしました。
　上記財務状況を踏まえ、当期末より年間配当金を１株につき 50 円とし、これを下限とした安定的配
当の継続を目標とする配当方針といたします。今後の配当金額については、下限となる１株につき 50
円を基本としつつ、利益水準、有利子負債の削減状況、投資の見通しなどを勘案し決定してまいります。
　上記配当方針に基づき、当期の配当につきましては、期末配当は1 株当たり25円00銭とし、中間配
当金（12 円50銭）と合わせて37円50銭といたしました。また次期の配当につきましては、中間配当
25円00銭、期末配当25円00銭、年間配当は1株当たり50円00銭を予定しております。

(注) 本事業報告中に記載の金額及び株式数の表示については、いずれも表示単位未満を切り捨てております。
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連結貸借対照表（2020年3月31日現在） （単位：百万円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び営業未収金
た な 卸 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

57,803
21,872
29,447

697
5,927
△141

181,506
137,394

72,979
6,032

55,723
117

2,542
11,514

5,905
5,608

32,596
13,757

470
3,890
3,474

11,754
△750

流 動 負 債 67,183
支払手形及び営業未払金 16,875
短 期 借 入 金 2,456
1年内返済予定の長期借入金 15,493
1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 10,000
未 払 法 人 税 等 2,802
賞 与 引 当 金 3,074
そ の 他 16,480

固 定 負 債 117,283
社 債 25,000
長 期 借 入 金 74,150
繰 延 税 金 負 債 5,658
退 職 給 付 に 係 る 負 債 6,516
そ の 他 5,956

負 債 合 計 184,467
純 資 産 の 部

株 主 資 本 46,125
資 本 金 11,100
資 本 剰 余 金 5,536
利 益 剰 余 金 29,591
自 己 株 式 △103

その他の包括利益累計額 3,580
その他有価証券評価差額金 5,205
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0
為 替 換 算 調 整 勘 定 △1,809
退職給付に係る調整累計額 184

非 支 配 株 主 持 分 5,136
純 資 産 合 計 54,842

資 産 合 計 239,309 負 債 ・ 純 資 産 合 計 239,309
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連結損益計算書（2019年4月1日から2020年3月31日まで） （単位：百万円）

科　　　目 金　　　額
内　　訳 計

営 業 収 益
保 管 料 33,980
倉 庫 荷 役 料 28,973
港 湾 作 業 料 17,616
運 送 料 110,141
不 動 産 収 入 9,097
そ の 他 41,270 241,080

営 業 原 価
作 業 直 接 費 112,618
賃 借 料 17,482
減 価 償 却 費 7,224
給 料 手 当 38,522
そ の 他 35,210 211,058

営 業 総 利 益 30,022
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 18,213

営 業 利 益 11,808
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 647
為 替 差 益 19
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 94
そ の 他 418 1,180

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,169
支 払 手 数 料 505
固 定 資 産 除 却 損 99
そ の 他 683 2,457

経 常 利 益 10,531
特 別 利 益

受 取 保 険 金 96
移 転 補 償 金 711 807

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 37
固 定 資 産 除 却 損 129
事 務 所 移 転 費 用 98
災 害 に よ る 損 失 100 365

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 10,973
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,497
法 人 税 等 調 整 額 △695 3,801
当 期 純 利 益 7,171
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 776
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 6,395
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連結包括利益計算書（参考情報)（2019年4月1日から2020年3月31日まで） （単位：百万円）

科　　　目
金　　　額

内　　訳 計
当 期 純 利 益 7,171

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 △855
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0
為 替 換 算 調 整 勘 定 △2,171
退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 △547
持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額 △295

そ の 他 の 包 括 利 益 △3,869
包 括 利 益 3,302

（内訳）
親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 2,850
非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益 451

連結株主資本等変動計算書（2019年4月1日から2020年3月31日まで） （単位：百万円）

株　主　資　本 その他の包括利益累計額
非支配
株主
持分

純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益

剰余金
自己
株式

株主資本
合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る
調整

累計額

その他の
包括利益
累計額
合計

当連結会計年度期首残高 11,100 5,464 23,816 △102 40,279 6,060 0 307 757 7,125 4,838 52,243
当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △620 △620 △620
親会社株主に帰属する当期純利益 6,395 6,395 6,395
自己株式の取得 △0 △0 △0
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 71 71 71

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額） △855 0 △2,116 △572 △3,544 298 △3,246

当連結会計年度変動額合計 － 71 5,774 △0 5,845 △855 0 △2,116 △572 △3,544 298 2,599
当連結会計年度末残高 11,100 5,536 29,591 △103 46,125 5,205 0 △1,809 184 3,580 5,136 54,842

(注) 本連結計算書類中に記載の金額の表示については、いずれも表示単位未満を切り捨てております。
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貸借対照表（2020年3月31日現在） （単位：百万円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額
資 　 産 　 の 　 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
営 業 未 収 金
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

9,099
5,088

329
294

2,617
769

176,411
90,402
51,134

938
770
22

735
36,752

48
4,787
2,045
2,729

12
81,221
11,887
45,901
7,331

10,892
3,158
2,195
△144

流 動 負 債 50,044
営 業 未 払 金 133
短 期 借 入 金 21,863
1年内返済予定の長期借入金 14,765
1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 10,000
未 払 金 895
未 払 法 人 税 等 608
前 受 金 284
預 り 金 122
賞 与 引 当 金 949
そ の 他 421

固 定 負 債 99,907
社 債 25,000
長 期 借 入 金 67,292
繰 延 税 金 負 債 5,078
退 職 給 付 引 当 金 53
投 資 等 損 失 引 当 金 170
そ の 他 2,312

負 債 合 計 149,951
純 資 産 の 部

株 主 資 本 30,734
資 本 金 11,100
資 本 剰 余 金 5,563

資 本 準 備 金 5,563
利 益 剰 余 金 14,173

利 益 準 備 金 2,562
そ の 他 利 益 剰 余 金

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 7,761
繰 越 利 益 剰 余 金 3,849

自 己 株 式 △103
評 価 ・ 換 算 差 額 等 4,825

その他有価証券評価差額金 4,825
純 資 産 合 計 35,559

資 産 合 計 185,510 負 債 ・ 純 資 産 合 計 185,510
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損益計算書（2019年4月1日から2020年3月31日まで） （単位：百万円）

科　　　目
金　　　額

内　　訳 計
営 業 収 益

グ ル ー プ 運 営 収 入 6,582
関 係 会 社 受 取 配 当 金 1,664
不 動 産 収 入 9,463
そ の 他 192 17,903

営 業 原 価
賃 借 料 829
減 価 償 却 費 3,816
給 料 手 当 124
租 税 公 課 1,446
そ の 他 1,473 7,691

営 業 総 利 益 10,211
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,765

営 業 利 益 4,446
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 646
そ の 他 125 772

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,013
固 定 資 産 除 却 損 84
そ の 他 170 1,269

経 常 利 益 3,949
特 別 利 益

受 取 保 険 金 50
移 転 補 償 金 607 658

特 別 損 失
関 係 会 社 株 式 評 価 損 2,704
投 資 有 価 証 券 評 価 損 36
固 定 資 産 除 却 損 129
災 害 に よ る 損 失 44 2,915

税 引 前 当 期 純 利 益 1,691
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 934
法 人 税 等 調 整 額 △188 746
当 期 純 利 益 945
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株主資本等変動計算書（2019年4月1日から2020年3月31日まで） （単位：百万円）

株　主　資　本
評価・
換算

差額等

純資産
合計

資本金

資本
剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価
証券
評価

差額金
資本

準備金
利益

準備金

その他利益剰余金
固定資
産圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益

剰余金
当期首残高 11,100 5,563 2,562 7,854 － 3,432 △102 30,409 5,621 36,030
当期の変動額

剰余金の配当 △620 △620 △620
固定資産圧縮積立金の取崩 △92 92 － －
当期純利益 945 945 945
自己株式の取得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期の変動額（純額） △795 △795

当期の変動額合計 － － － △92 － 416 △0 324 △795 △471
当期末残高 11,100 5,563 2,562 7,761 － 3,849 △103 30,734 4,825 35,559

(注) 本計算書類中に記載の金額の表示については、いずれも表示単位未満を切り捨てております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年5月11日

三井倉庫ホールディングス株式会社
取　締　役　会　御　中

有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人
　東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 野　口　昌　邦 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大　塚　敏　弘 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 神　山　卓　樹 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、三井倉庫ホールディングス株式会社の
2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、三井倉庫ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査
に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対
して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成
及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを
評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に
関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年5月11日

三井倉庫ホールディングス株式会社
取　締　役　会　御　中

有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人
　東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 野　口　昌　邦 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大　塚　敏　弘 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 神　山　卓　樹 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、三井倉庫ホールディングス株式
会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第172期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査
に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び
内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第172期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人（有限責任あずさ監査法人）からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
取締役、内部監査部門その他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備
に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載され
ている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会
社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び従業員等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。
　なお、財務報告に係る内部統制については、会計監査人から当該内部統制の評価に係る監査
の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、定期的
に子会社から事業の報告を受け、必要に応じて業務及び財産の状況を調査いたしました。以上
の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしまし
た。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
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体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を
求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）並びに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認

められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告
に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

⑵　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

令和２年５月11日
三井倉庫ホールディングス株式会社　監査役会

常任常勤監査役 笹　尾　新一郎 ㊞
常 勤 監 査 役 宮　下　紀　夫 ㊞
常勤社外監査役 菊　地　麻緒子 ㊞
社 外 監 査 役 須　藤　　　修 ㊞
社 外 監 査 役 小　澤　元　秀 ㊞

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
場 所 東京都港区海岸三丁目22番23号　MSCセンタービル

交 通 東京臨海新交通臨海線「ゆりかもめ」：芝浦ふ頭駅 下車すぐ
（芝浦ふ頭駅の改札を出て右側の階段をお降りください）

至豊洲

首
都
高
速
台
場
線

芝
浦
内
貿
３
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上
屋
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り
か
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め
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浦
ふ
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首
都
高
速
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田
線 ヤマト運輸
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樫山

日塩
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林
運
輸

MSCセンタービル

裏表紙




